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（新型コロナウィルス感染対策）  出席停止判断基準  【地域感染レベル２以上の時】

判断

　出席停止　【学校へ連絡】
＊同居家族が「かぜ」と診断されても，その日は自宅待機

　　（出席停止）

＊再登校について医師に確認し指示を受けること

＊同居家族（兄弟姉妹含む）がPCR検査を受け「陰性」と判定さ

れた場合，児童本人の再登校の基準を医師に必ず確認すること

　出席停止　【学校へ連絡】

■同居家族（兄弟姉妹含む）に医療機関の受診のない場

合は，上表の対応Bと同じ措置をとる
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【保護者の意向で欠席させる場合】

＊感染の不安があるため，登校させた

くない

　■対応A：医療機関を受診した場合

　　　＊かぜと診断されても，その日は自宅待機（出席停止）。

　　　　　再登校について医師に確認し指示を受けること

　　　＊PCR検査を受け「陰性」と判定された場合，再登校の基準を

　　　　　医師に必ず確認すること

　■原則，出席停止とならない（欠席扱いとなる）

　■地域の感染レベルや児童等の基礎疾患の有無により

個別に判断します
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　出席停止　【学校へ連絡】

　　■指示された期間は出席停止

■感染力が強いとされる「新型コロナウイルス変異株」の感染拡大に伴い，村内小中学校では「新たな出席
停止の判断基準」を下表の通り設定しましたのでお知らせいたします。
　　○かぜ症状とは・・・発熱（平熱より1℃高い体温を目安）・咳・鼻水・倦怠感（だるさ）など

　　　　　　＊アレルギー性鼻炎・慢性的鼻炎・喘息等の場合は，かぜ症状とはなりません

　　○濃厚接触者とは・・・保健所より、自宅待機や検査等の指示を受けた者

　　○「通常の欠席」・「出席停止に該当する場合」・「判断に迷う場合」は，学校へご連絡ください。【56-2548】

○医療機関受診をお勧めします

○医療機関受診の有無により，再登校日が異なります

同居する家族

　■対応B：医療機関を受診しない場合は児童の行動履歴の聞き

取りを行い，状況により次の①か②の対応を求めます

　①感染の可能性がある場合（密な場所への外出や会食があった）

　　　＊かぜ症状が消失して72時間（３日）経過すれば登校可能

　②感染の可能性が低い場合（密な場所への外出や会食が無い）

　　　＊発熱やかぜ症状が消失すれば登校可能

　　　＊解熱剤を使用して発熱が消失した場合は自宅待機を継続

かぜ症状

無し


